
第 785回 通関協議会（本関地区） 
 

 

１．日 時 令和 7年 4月 8日（火）１１時００分～ 

 

２．場 所 横浜税関 本関 ７階 大会議室 

 

３．議 題 

 

【議題１】「大阪・関西万博開催に伴う取締・検査への協力依頼について」【資料１】 

（業務部 通関総括第１部門 阿部 統括審査官） 

 

【議題２】「税関HPの輸入申告項目追加のページに係る更新について」【資料２】 

（業務部 通関総括第１部門 阿部 統括審査官） 

 

【議題３】「中華人民共和国産の黒鉛電極に対する暫定的な不当廉売関税の課税について」【資料３】 

【議題４】「関税法基本通達の改正について（他法令関係）」【資料４】 

（業務部 通関総括第３部門 下山田 統括審査官） 

 

【議題５】「日タイ経済連携協定における原産地証明書のデータ交換の実施について」【資料５】 

（業務部 江端 原産地調査官） 

 

 

 ４．事務局からの連絡事項等 

次回第 786回通関協議会は、5 月 13日(火)11:00 の開催を予定しています。場所は

未定です。決定次第、幹事店社を通じてお知らせいたします。 



特に以下の事例がありましたら情報提供をお願いいたします。

・通関を異常に急いだり、頻繁に検査状況等を問い合わせてくる輸入者がいる。

・インボイス等へ記載されているものと異なる貨物がある。

・同一貨物のなかに異なるマーク・目印を付している貨物がある。

・パレットが通常と異なる材質・不自然に加工されている。

・内容点検において不審な貨物を発見した。

・急な配送先の変更や不自然な配送先を指定してくる輸入者がいる。

・配送先が大阪・関西万博会場宛の不自然な貨物がある。等

税関ホームページ「密輸に関する情報提供」

https://www.customs.go.jp/quest/smuggling.htm 

フリーダイヤル シ ロ  イ ク ロ  イ

密輸ダイヤル ０１２０－４６１－９６１
メールアドレス E-mail: yokohama-mitsuyu110@customs.go.jp 
横浜税関ホームページ https://www.customs.go.jp/yokohama/ 

令和７年４月 

横 浜 税 関

大阪・関西万博開催に伴う取締・検査への協力依頼について 

平素から税関行政に対し、深いご理解と多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、税関では不正薬物、金地金及びテロ関連物資等の不正輸入の取締りを最重要課題

として位置づけ、取締関係機関と連携しながら全力をあげて水際取締りに取り組んでおり

ます。 

今般、横浜税関では国内で開催されております大阪・関西万博を標的としたテロ行為等

を未然に防止し、大阪・関西万博の円滑な実施に資するため、水際対策を強化しておりま

す。 

水際対策強化のため税関検査等の頻度が増加いたしますが、趣旨をご理解いただき、取

締り及び検査強化へのご協力を賜りますようお願いいたします。 

また、不正輸入に係る情報はもとより、貨物、人及び船舶等について不審と思われる点

がございましたら、どんな些細なことでも結構ですので、最寄りの税関官署又は下記の「密

輸ダイヤル」までご連絡を頂きますようご協力をお願いいたします。 

横浜税関ＨＰ 

密輸に関する情報提供 

【資料1】

https://www.customs.go.jp/quest/smuggling.htm
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←左のQRコードから横浜税関HPにアクセスできます！

怪しい無線・怪しい漂流物・怪しい渡航客・・などなど
見かけましたら通報いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

通報・情報提供のお願い

横浜税関ＨＰ

☎ 税関密輸フリーダイヤル ☎ ２４時間受付

0120 - 461 - 961
    許しません       シロイ (粉) クロイ (武器)

大阪・関西万博開催に伴い

テロ防止に全力で取り組んでおります

テロ行為等の未然防止および万博の円滑な実施のため、

税関では輸入貨物や入国者への検査を強化しております。

ご理解とご協力をお願いいたします。

横浜税関より

税関検査へのご協力のお願い

📤メール📤

yokohama-mitsuyu

110@customs.go.jp

💻税関HP💻

「密輸に関する情報提供」

通報方法は３つございます

©Expo 2025

mailto:yokohama-mitsuyu110@customs.go.jp
mailto:mitsuyu110@customs.go.jp
mailto:mitsuyu110@customs.go.jp


https://www.customs.go.jp/index.htm https://www.customs.go.jp/shiryo/20230707.htm
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中華人民共和国（香港地域及びマカオ地域を除く）産の黒鉛電極 

に対する暫定的な不当廉売関税の課税について 

 NACCS掲示板からの転載 （公開日 2025年 03月 28日） 

【利用者の皆様へ】 

黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づき、関税定率法の別

表第八五四五・一一号に掲げる物品のうち黒鉛電極であって、中華人民共和国（香港地域

及びマカオ地域を除く）を原産地とするもののうち、令和７年３月 29日（土）から令和

７年７月 28日（月）までの期間内に輸入されるものには、暫定的な不当廉売関税が課さ

れます。 

これに伴い、業務コード集が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。 

業務コード集の更新につきましては令和７年３月 31日（月）に行います。 

ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。 

「21．内国消費税等種別コード（輸入）」（共通） 

不当廉売関税関係 

中華人民共和国（香港地域及びマカオ地域を除く）産黒鉛電極（8545.11-010） 

NACCS用コード 適用税率（％） 区分 

S012001 95.2 
中華人民共和国（香港地域及びマカオ

地域を除く）産 
新設 

 以下参考 

・課税物件詳細（黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第１条抜粋）

法の別表第八五四五・一一号に掲げる物品のうち丸形のもの（黒鉛化の工程を経て製

造したものでない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明

書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出さ

れたものを除く。）

・不当廉売関税コードの入力方法

不当廉売関税適用物品の NACCS用不当廉売関税コードの入力方法は、輸入申告等事項

登録画面（業務コード：「IDA」等）の内国消費税等種別コード入力欄（内消税等種別

欄）10桁の枠の中に次の（1）、（2）の項目を順次左詰めで入力する。

（1）不当廉売関税の種別コードは、英字 1桁で「S」と入力する。

（2）不当廉売関税の課税区分を数字 6桁で入力する。

【資料3】



別紙 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1 

改正後 改正前 

第６章 通 関 

第１節の２ 輸出申告の特例 

（他法令による許可、承認等の確認） 

70－１－１ 輸出貨物についての法第70条第１項及び第２項《証明又は確

認》の規定の適用については、次による。 

⑴～⑷ （省略）

別表第１ 

法 令 名 
輸出の規制に関

する条項 
確認する許可書又は承認書等 

イ．（省略）

ロ．輸出の制限、

禁止関係

(ｲ)（省略）

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

(ﾛ)文化財保護法

(昭和25年法律第

214号)

（省略） 第44条の規定により文化庁長

官が発行した輸出許可書 

(注) 輸出申告に係る貨物が文

化財保護法に規定する重要文

化財又は重要美術品に該当す

るか否かについて疑義を生じ

たときは、文化庁文化財第一

課長が発行する「古美術品輸

出鑑査証明書」の提出を行わ

せるものとする。ただし、輸

出申告に係る貨物が公益財団

法人日本刀文化振興協会によ

って現代刀作家による作品で

あることが証明された日本刀

第６章 通 関 

第１節の２ 輸出申告の特例 

（他法令による許可、承認等の確認） 

70－１－１ 輸出貨物についての法第70条第１項及び第２項《証明又は確

認》の規定の適用については、次による。 

⑴～⑷ （同左）

別表第１ 

法 令 名 
輸出の規制に関

する条項 
確認する許可書又は承認書等 

イ．（同左）

ロ．輸出の制限、

禁止関係

(ｲ)（同左）

（同左） 

（同左） 

（同左） 

（同左） 

(ﾛ)文化財保護法

(昭和25年法律第

214号)

（同左） 第44条の規定により文化庁長

官が発行した輸出許可書 

(注) 輸出申告に係る貨物が文

化財保護法に規定する重要文

化財又は重要美術品に該当す

るか否かについて疑義を生じ

たときは、文化庁文化財第一

課長が発行する「古美術品輸

出鑑査証明書」の提出を行わ

せるものとする。 

第82条の規定により文化庁長

官が発行した輸出許可書 

第125条第１項の規定により文

化庁長官が発行した現状変更

令和７年４月１日施行分 

【資料4】
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別紙 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 2  

改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾊ)～(ﾁ)（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省略） 

 

の場合は、「古美術品輸出鑑

査証明書」に代えて、同協会

が発行する「新作日本刀証明

証（税関提出用第二様式）」

の提出を行わせるものとす

る。 

第82条の規定により文化庁長

官が発行した輸出許可書 

第125条第１項の規定により文

化庁長官が発行した現状変更

（輸出）許可書 

 

（省略） 

ハ．（省略） （省略） （省略） 

 

別表第２ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾊ)～(ﾁ)（同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（同左） 

 

（輸出）許可書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（同左） 

 

ハ．（同左） （同左） （同左） 

 

別表第２ （同左） 
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関税局・
税関について

全国の税関 お問合せ 密輸情報提供

文字サイズ

現在位置： 原産地規則ポータル > 原産地証明手続 > 原産地証明書のデータ交換について

ポスト

日タイ経済連携協定における原産地証明書のデータ交換の実施について（令和７年３

月25日）

　日タイ経済連携協定における原産地証明書のデータ交換について、日本への輸入においては、令和７年３月末からの

パイロット運用を経て、同年６月を目途に本格運用が開始される見込みですのでお知らせします。

パイロット運用：令和７年３月31日（月）から６月１日（日）まで

本格運用開始（予定）：令和７年６月２日（月）から

　原産地証明書のデータ交換が実施されると、EPA税率を適用しようとする輸入貨物の通関手続において、紙の原産地

証明書に代えて輸出国発給機関のシステムからNACCSに直接送信される原産地証明書のデータ（電子原産地証明書：

e-CO）を提出することが可能となります。

　パイロット運用は、日タイ経済連携協定に基づき、EPA税率を適用しようとする輸入貨物の通関手続をNACCSで行う輸

入者又は通関業者の方であって、当該EPA税率の適用にあたり、e-COの利用を希望する方にご参加いただけます。

　それ以外の方で当該EPA税率を適用しようとする場合には、従来どおり、紙の原産地証明書をご利用ください。

　パイロット運用の具体的な実施方法については、以下の実施要領からご確認ください。

日タイ経済連携協定における原産地証明書のデータ交換の実施について（令和７年３月）

日タイ経済連携協定に基づく原産地証明書データ交換におけるパイロット運用に係る実施要領（令和７年３月）

e-COご利用のポイント

NACCSの原産地証明書情報内容照会（IOV）業務によるe-COのイメージ

※日本からの輸出については経済産業省HPをご確認ください。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/JTEPA_eCO.html

本文へ 標準 拡大

サイトマッ

プ

いいね！ 7 シェアする

原産地証明書のデータ交換について

関税局・税関につい

関税局・税関の組織

採用情報

報道発表（関税局）

各税関の事件発表

関税局・税関の動き

パンフレット・リーフレット

ポスター

税関チャンネル（YouTub

関税政策・税関行政

所管法令等

特殊関税

審議会・研究会

政策評価

国際機関（WTO・WCO）

地域協力（APEC）

経済連携協定（FTA/EP

税関相互支援協定（CMA

税関手続き

手続案内［e-Gov（イーガ

各種様式及び記載要領

その他
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